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資料３①

● 人口減少が続き、2050年には183万人まで減少する見通し。高齢化率は
2020年の28.3％から2050年の39.4％まで上昇する。

● 2005年時点で就業者数の多い年齢階級であった50～54歳、55～59
歳の層は、2020年には大幅に減少し、45～49歳が最も多くなっている
が、若い世代は減少が進み、着実に高齢化が進んでいる。

● 震災後に増加に転じた建設業許可業者数は、第３期プラン策定時には、
建設投資額が減少に転じてるにも関わらず、増加を続けていたが、現
在は微減傾向となっている。

７．建設業就業者の年齢構成の推移

１．宮城県の人口推移

６．宮城県の建設業許可業者数の推移４．建設業就業者数の推移

● 建設業は震災前の2010年から2015年にかけて1.8万人増加し11.3万人
となったが、その後は減少して2020年では10.6万人となっている。

２．県内産業における建設業の立ち位置

● 建設業の生産額は、2015年をピークに減少しているが、復興事業が
本格化する以前よりは大きい水準である。

復旧復興期間

宮城県の人口動向※１
産業別生産額※2 就業者数※2

就業者数※4
許可業者数の推移※5

2005年から減少した年代

2005年から増加した年代

（226人）

（181人）

（451人）

（60人）

（119人）

（24,488人）

建設業関係職種の充足率※８

（294,575人）

（6,467人）

（7,676人）

（16,170人）

（24,284人）

（8,345人）

 求人に対して充足された割合である充足率も年々減少しており、採用し
たくても採用できずに人材不足が深刻化している。

８．建設業の求人の状況

 有効求人倍率は、全ての建設関係職種で、全職業よりも高い数値となっ
ており、特に建設躯体工事が高い数値になっている。

建設関係職種の有効求人倍率※８ ※（）内の数字は求人数

※（）内の数字は充足数

※充足率：求人数に対する充足された求人の割合

※7

３．産業別生産額の推移

宮城県の産業別生産額の推移※3

● 建設業は県内総生産の8.3%を占め、就業者数は約10％となっており、
県内の重要な産業の一つである。

● 震災後に急増後に急減していたが、横ばいへ移行。微増を続ける全国
の動きとは異なっている。

５．宮城県の建設投資額推移

復旧復興期間

建設投資額の推移とその内訳※4
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資料３②

● 高卒者の入職者数は少子化が影響し、年々減少傾向である。

１１．高校卒業者の建設業への就職者

● 建設業は全産業の中で実労働時間が最も長くなっているが、給与は
平均水準よりも高い

１３．実労働時間と平均月額給与

１２．人材不足の理由

● 担い手を採用した企業のうち約半数で離職者が出ており、その理
由としては、仕事の内容が最も多くなっている。

１４．離職者の状況

【事業者への調査】建設業界の人手不足の原因と考えること（複数回答）※13

【事業者への調査】
直近5年間に採用した労
働者の離職状況

離職の理由
１５．労働相談の状況

R3 R4 R5
相談件数（全業種） 1,037 913 1,220
うち建設業 48 70 90
建設業の割合 4.6% 7.7% 7.4%

労働委員会事務局へ寄せられた労働相談の件数

● 過去3年間の建設業の労働相談件数は年々増加しており、全体に占める
割合も４.6％から７％台へ増加している。

● 相談の内容は、全業種の統計であるが、有給休暇等の労働条件に関する
ものが4割、人事に関するものが2割、パワハラ等の人間関係が15％、賃
金未払い等の賃金に関するものも１５％となっている。

【担い手への調査】

担い手が感じた入職前の重視度と入職後の満足度のギャップ（複数回答）※13

９．採用者の属性 直近５年間の採用者の属性※９

 担い手を採用した企業のう
ち５割は建設業経験者の社
会人を採用しており、さらに
３割は未経験者の社会人を
採用している。

 高卒者は工業系と普通科系
とも２割が採用しており、学
科を問わず採用している。

 外国人はまだ少数である。

１０．県内建設業における外国人の活用状況

● 建設業の外国人労働者数はコロナ禍で一時減少したものの、増加傾向
が続いているが、製造業の5170人、小売業の2511人と比較すると外
国人労働者の活用は進んでいない。

● 外国人労働者を未だ活用していない企業では、言語等のコミュニケー
ションへの懸念を持っている。

【事業者への調査】外国人の活用を検討しない理由※１1

※9 「地域建設産業のあり方検討委員会（宮城県）」報告書 ※10 宮城労働局「外国人雇用状況の届出状況まとめ」 ※11 「地域建設産業のあり方検討委員会（宮城県）」報告書 ※12 文部科学省「学校基本調査」
※13 「地域建設産業のあり方検討委員会（宮城県）」報告書 ※14 宮城県「毎月勤労統計調査 地方調査結果」 ※15 「地域建設産業のあり方検討委員会（宮城県）」報告書 ※16 労働委員会事務局資料

※12

※14 ※16

外国人労働者数※10

 人材不足の理由として、「３Ｋ（キツイ・汚い・
危険）のイメージがある」ことを7割の企業が
挙げているほか、関心の低さや社会的役割・
魅力の理解不足についても挙げられている。

 また、休日・給与・福利厚生等の待遇につい
ても影響があると企業は考えている一方で、
担い手は待遇面で入職前の期待以上と感じ
ている面は多い。

※15

入社前の期待以上

入社前の期待以下
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資料３③

１７．就職先の候補に建設業を挙げなかった理由

１８．建設業に対する印象

１９．経営上積極的に取り組んでいること

【一般県民への調査】認知度別の建設業に対する印象

 県民の方が建設業の役割を認知するのはマスメ
ディアが約５割と最も多く、次いで実際に見たり、
経験したことがきっかけとなっている。

【一般県民への調査】建設業の地域への貢献について知ったきっかけ

 県民の方向けのアンケート調査では、建設業が社会インフラの整備だけでなく、災害時の復旧対応などでも重要な役割を負っていること
を知っている人ほど、建設業に対する印象が良い。

• 県民の方向けのアンケート
では、建設業を就職先とし
て考えなかった理由として、
体力仕事であること、危険
なイメージがあることが挙
げられている。

• また女性は、女性が働きず
らいというイメージを持って
いる。

• 賃上げ・週休二日制の導入・働き方改革と担い手の待遇改善を図っ
ている企業が多い。

• 一方でＤＸやＩＣＴに積極的な企業は1割強であったり、災害対応の強
化を図っている企業は１割に満たない。

• また、広報活動に取り組んでいる企業はほとんどいない状況。

【一般県民への調査】建設業の役割に
対する認知度

【事業者への調査】経営上積極的に取り組んでいること

※17 「地域建設産業のあり方検討委員会（宮城県）」報告書 ※18 「地域建設産業のあり方検討委員会（宮城県）」報告書 ※19 「地域建設産業のあり方検討委員会（宮城県）」報告書
※20 「地域建設産業のあり方検討委員会（宮城県）」報告書

※18

※19

※20

【事業者への調査】技能労働者（作業員、重機オペレーター等）の休日取得状況
※17

【事業者への調査】技能労働者（作業員、重機オペレーター等）の平均残業時間
※17

１６．技能労働者（作業員、重機オペレーター等）の労働環境

● 技能者は完全週休二日（４週８休）取れているのは、２６％程度しかなく、
４週６休が４割程度と最も多くなっている。

● 平均の残業時間は、９割が３０時間未満になっており、時間外上限規制
には抵触しない範囲に収まっている。

【一般県民への調査】就職先の候補に建設業を挙げなかった理由
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● コスト・知識不足・人材育成がICT活用への課題となっている。

２１．県内建設産業の経営状況

● 小規模事業者は事業承継せずに廃業を考えている企業があり、経営者の
高齢化に伴い、事業者数が減少することが見込まれる。

２０．ICT機器の導入状況

● 大規模事業者ではICT導入が進んでいるが、小規模事業者になるほどICT
導入が進んでいない。

２２．事業承継せずに廃業を考えている企業

【事業者への調査】
事業承継の状況について、「廃業する予定である」と回答した事業者の割合（完工高別）

【事業者への調査】
ICT導入・活用状況について、「導入していない」と回答した事業者の割合（完工高別）

【事業者への調査】ICT活用が進まない、検討しない理由（複数回答）

売上高経常利益率の推移（売上高階層別）

経営健全性指標の推移

● 公共事業を受注する建設業者の審査を行う経営事項審査の数値によれば、県内建設業者の売上高経常利益率は下落傾向であるが、企業規模（売
上高別）に見ると、売上高５億円以上の事業者は横ばいであり、それ以下の小規模事業者で悪化している。

● 利益率悪化の要因は、企業へのアンケートによればコスト増よりも売上高減少が挙げられている。
● 全体平均では、自己資本比率や利益剰余金は上昇を続けていて、経営の健全性の点では改善が進んでいるように見えるが、これらも企業規模別に

分析する必要がある。

経営事項審査8指標の概要と宮城県受審業者（法人）の平均値（2008/2013/2018/2022年度）

要規模別検討

2008 2013 2018 2022 2022
年度 年度 年度 年度 全国平均

純支払利息比率 有利子負債の状況を支払利息の観点から見た比率で、小さい
ほど良い 0.75 0.44 0.36 0.38 0.21

負債回転期間
会社にとって返済等の必要がある経済的負担等が、月商（1
か月当たりの平均売上高）に対しどれだけあるかを示す比率
で、小さいほど良い

6.55 5.79 5.67 6.50 6.46

総資本売上総利益率
総資本（負債純資産合計）に対する売上総利益の割合で、投
資効率を企業のもっとも基本的な利益である売上総利益から
見た指標。高いほど良い

30.01 36.12 34.72 30.14 33.26

売上高経常利益率
売上高に対する企業の経常的な活動からの利益（経常利益）
の比率。財務活動なども含めた通常の企業活動における利益
率であり、高いほど良い

▲ 0.44 1.86 1.26 0.69 2.77

自己資本対固定資産
比率

固定資産比率の逆数をとった比率で、設備投資など固定資産
がどの程度自己資本（純資産）で調達されているかを見る。
逆数をとっているので高いほど良い

91.77 126.00 145.12 146.13 298.26

自己資本比率
総資本（負債純資産合計）に対し、自己資本（純資産）の占
める割合を見るもので、資本蓄積の度合いを示す比率。高い
ほど良い

20.16 26.43 32.14 32.77 39.00

営業キャッシュ
フロー

（絶対額）

営業活動で得られた資金が、どれだけ増加したかを見る指標
で、高いほど良い 0.09 0.26 0.30 0.26 0.20

利益剰余金
（絶対額）

会社設立以来の損益の蓄積の度合いを見る指標で、高いほど
良い 0.98 1.42 2.05 2.61 1.85

評点（Ｙ） 上記8指標を総合し点数化したもの。高いほど良い 682.65 771.11 783.50 754.08

概要

※21 「地域建設産業のあり方検討委員会（宮城県）」報告書 ※22 「地域建設産業のあり方検討委員会（宮城県）」報告書 ※23 「地域建設産業のあり方検討委員会（宮城県）」報告書

※21 ※22

※23
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資料３⑤

２３．宮城県発注工事における入札契約の状況

 落札額は、東日本大震災以降増加し、H２６年度をピークに大きく減少している
 R３年度・R４年度の落札額は、震災前の水準になっている
 R５年度の落札額は、補正予算の早期発注を行ったためR４年度より増加している
 落札率は、ダンピング対策として低入札調査基準価格をR4.10月に改定したことから、R5

年度は上昇している

複数年契約 １業務 １業務 ２業務

包括発注 ０業務 ２業務 ５業務

共同受注 ０業務 ２業務 ２業務

※重複あり

６業務 ８業務 １３業務

１０業務 １１業務 ３４業務

４業務 ５業務 ９業務

11業務 ３４業務

令和4年度 令和5年度 令和６年度

１０業務

地域維持型契約方
式を活用した業務

平成28年度 令和元年度 令和3年度

１業務 ３業務 ５業務

 一般競争入札における総合評価落札方式の適用率※は、近年 ８割強で推移している。
※適用率＝総合評価落札方式で実施した件数／一般競争入札の件数

 価格以外の評価によって１位でないものが落札した件数（いわゆる逆転率）は、近年４５％程
度で推移している。

総合評価落札方式の実施状況（適用率と逆転率） 総合評価の
適用率

83.5%

逆転率

44.5%

 入札参加登録者数の合計（S～C等級）をみると、H２２（震災前）、
H26（震災ピーク時）、R3～R5で大きな増減はない（R5では若
干減少）

 等級別にみると、H２２に比べ、震災以降はＳ等級が増加している

＜等級別発注状況（土木一式工事）＞＜等級別入札参加登録者数（土木一式工事）＞

 等級別の発注状況をみると、H２２（震災前）とH26（震災
ピーク時）は、約460件と同程度となっている

 復興事業が完了した近年は、300件前後で推移している

計459件 計461件 計289件 計282件 計325件
計1,234件 計1,231件 計1,228件 計1,238件 計1,156件

 入札不調の発生状況をみると、 H２２（震災前）は3.2％、H24年
度29.2％でピークとなり、近年は10％台で推移している

＜技術提案ﾁｬﾚﾝｼﾞ型（工事）の発注件数・平均成績評定＞

 技術提案チャレンジ型はR3年度から導入し、発注件数を
増やしながら実施してきた（R3：3件→R4：5件→ R5→18件）

 平均成績評定は、年々増加傾向にあり、一定の品質も確
保されている

＜ 入札不調の状況 ＞

＜建設工事（一般＋指名＋随契）の落札額・件数・落札率の推移＞

＜ 発注ブロック別の件数・落札率（Ｒ５一般競争、全業種） ＞ ＜地域維持型契約方式の実施状況＞

 ブロック別の落札率は、91.7％～92.8％と大きな差は見られない
 ブロック別の発注件数は、災害の発注が多かった「大崎・栗原」ブロッ

クが多い状況
 他ブロック企業が受注した割合が大きいブロックは、「県南」と「松島・

石巻」ブロック

 地域維持型契約方式はH28年度に導入し、地域の実
情を踏まえ、対象業務を拡大しながら実施している

※件数は、各年度４月時点で稼働している件数

計4件 計5件

計18件

（参考）H２５年度～H28年度は、震災に伴う入札不調対策として、１億未満の工事において最低価格落札方式を採用しているため、
総合評価落札方式の適用率は低くなっている



宮城の建設業の現状

令和６年８月２日 第２回みやぎ建設産業振興懇談会
宮城県土木部事業管理課

• 第三次担い手３法（建設業法・入契法・品確法）が令和６年６月に成立し、品確法については６月に
公布・施行され、建設業法・入契法については、６月に公布され、公布から１年6か月以内に順次施
行される。

• 今回の改正は、建設業が「地域の守り手」等の役割を果たしていけるよう、時間外労働規制等にも
対応しつつ、処遇改善、働き方改革、生産性向上に取り組む必要があるとし、「担い手確保」「生産
性向上」「地域における対応力強化」を目的としている。

• 目標・効果は、2024～2029年度に全産業を上回る賃金上昇率の達成。KPIとしては、技能者と
技術者の週休2日の割合を2029年度に原則100％としている。

２４．第３次担い手３法の成立

資料３⑥
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